
旧（２０２４年６月１日実施） 新（２０２５年１１月１日実施） 備考 

   

（省略） （省略）  

   

５．電気契約種別及び料金表 ５．電気契約種別及び料金表 
変 更 

Ⅰ．従量電灯Ｂメイト Ⅰ．従量電灯Ｂメイト  

   

（省略） （省略）  

   

（４）料金表（消費税等相当額を含みます。） （４）料金表（消費税等相当額を含みます。）  

① 基本料金 ① 基本料金  

基本料金は、１か月につき次のとおりとします。 基本料金は、１か月につき次のとおりとします。  

契約電流１０アンペア 

 

４０２.６０円 

 

契約電流１５アンペア 

 

６０３.９０円 

 

契約電流２０アンペア 

 

８０５.２０円 

 

契約電流３０アンペア 

 

１,２０７.８０円 

 

契約電流４０アンペア 

 

１,６１０.４０円 

 

契約電流５０アンペア 

 

２,０１３.００円 

 

契約電流６０アンペア 

 

２,４１５.６０円 

 
 

契約電流１０アンペア 

 

４１８.００円 

 

契約電流１５アンペア 

 

６２７.００円 

 

契約電流２０アンペア 

 

８３６.００円 

 

契約電流３０アンペア 

 

１,２５４.００円 

 

契約電流４０アンペア 

 

１,６７２.００円 

 

契約電流５０アンペア 

 

２,０９０.００円 

 

契約電流６０アンペア 

 

２,５０８.００円 

 
 

 

② 電力量料金 ② 電力量料金  

電力量料金は、１か月の使用電力量によって算定します。 電力量料金は、１か月の使用電力量によって算定します。  

最初の１２０キロワット時までの１キロワット時に

つき 

３３.９３円 

 

１２０キロワット時を超え２８０キロワット時まで

の１キロワット時につき 

３９.９７円 

 

２８０キロワット時を超える１キロワット時につき 

 

４３.５４円 

 
 

最初の１２０キロワット時までの１キロワット時に

つき 

３４.２７円 

 

１２０キロワット時を超え２８０キロワット時まで

の１キロワット時につき 

４０.３１円 

 

２８０キロワット時を超える１キロワット時につき 

 

４３.８８円 

 
 

 

   

   

   



旧（２０２４年６月１日実施） 新（２０２５年１１月１日実施） 備考 

Ⅱ．従量電灯Ｃメイト Ⅱ．従量電灯Ｃメイト  

   

（省略） （省略）  

   

（５）料金表（消費税等相当額を含みます。） （５）料金表（消費税等相当額を含みます。）  

① 基本料金 ① 基本料金  

基本料金は、１か月につき次のとおりとします。 基本料金は、１か月につき次のとおりとします。  

契約容量１キロボルトアンペアにつき 

 

４０２.６０円 

 
 

契約容量１キロボルトアンペアにつき 

 

４１８.００円 

 
 

 

② 電力量料金 ② 電力量料金  

電力量料金は、１か月の使用電力量によって算定します。 電力量料金は、１か月の使用電力量によって算定します。  

最初の１２０キロワット時までの１キロワット時につき 

 

３３.９３円 

 

１２０キロワット時をこえ２８０キロワット時までの１

キロワット時につき 

３９.１３円 

 

２８０キロワット時をこえる１キロワット時につき 

 

４１.７２円 

 
 

最初の１２０キロワット時までの１キロワット時につき 

 

３４.２７円 

 

１２０キロワット時をこえ２８０キロワット時までの１

キロワット時につき 

３９.４７円 

 

２８０キロワット時をこえる１キロワット時につき 

 

４２.０６円 

 
 

 

   

Ⅲ．低圧電力メイト Ⅲ．低圧電力メイト  

   

（省略） （省略）  

   

（５）料金表（消費税等相当額を含みます。） （５）料金表（消費税等相当額を含みます。）  

① 基本料金 ① 基本料金  

基本料金は、１か月につき次のとおりとします。ただし、契約電力が０．５キロ

ワットの場合の基本料金は、契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額とし

ます。 

基本料金は、１か月につき次のとおりとします。ただし、契約電力が０．５キロ

ワットの場合の基本料金は、契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額とし

ます。 

 

契約電力１キロワットにつき １,０４７.１７円 

 
 

契約電力１キロワットにつき 

 

１,０７３.９２円 

 
 

 

② 電力量料金 ② 電力量料金  

電力量料金は、１か月の使用電力量によって算定します。 電力量料金は、１か月の使用電力量によって算定します。  

１キロワット時につき 

 

３２.１５円 

 
 

１キロワット時につき 

 

３２.４２円 

 
 

 

   

（省略） （省略）  

   

   



旧（２０２４年６月１日実施） 新（２０２５年１１月１日実施） 備考 

付則 付則 
 

契約規程の実施期日 契約規程の実施期日 
変 更 

 この契約規程は、２０２４年６月１日から実施します。ただし、本契約規程に基づく料

金算定の方法は、２０２４年６月分の料金から適用するものとします。 

 この契約規程は、２０２５年１１月１日から実施します。ただし、本契約規程に基づく

料金算定の方法は、２０２５年１１月分の料金から適用するものとします。 

 

   

（省略） （省略）  

   

   

 


